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沈下橋復旧関連の報告について(県四万十川流域保全振興委員会)

◇復旧の方針

当面は、本川沈下橋で通行規制実施中の 4橋（岩間大橋、勝間橋、三里橋、屋内大橋）

を復旧対象とする。（屋内大橋は詳細設計済、H30 より防災安全交付金事業）

上記 4橋の復旧に目処がついた時点で、鋼管の劣化が予測される高瀬橋・今成橋の修繕

に着手する。高瀬橋・今成橋は、今後の劣化状況に応じて座屈防止予防措置（鋼管内充填

など）を実施する。

◇復旧のスケジュール予定・流れ

・三里橋、勝間橋

平成 30年度 ：応急修繕工事（損傷が確認されている橋脚へのモルタル充填）

恒久対策の検討業務を発注予定

平成 31年度以降：予算等を勘案しながら恒久対策工事を順次実施

・岩間大橋

平成 29～30 年度：応急修繕工事（損傷が確認されている橋脚へのモルタル充填及び座屈し

た橋脚に架かる床版の撤去）

平成 30年度 ：恒久対策の検討業務を発注予定

平成 31年度以降：予算等を勘案しながら恒久対策工事を順次実施

◇復旧の手続きにあたり必要な会議や協議等

(ア)河川占用（平成 29 年 12 月 20 日 県河川課協議）

① 既存沈下橋の占用については、平成 23 年 2 月 22 日県河川課長通知のとおり

である。

② 沈下橋に起因した悪影響が生じてなければ、治水上の影響はないものとして

占用を認める。

③ 修復・補修の場合は、現状を改悪しなければ、上記通知に則り取り扱うこと

は可能である。

④ 仮設工についても、渇水期の河川流下能力を妨げるものでなければ協議を受

ける。

(イ)文化的景観（屋内大橋 修復協議事例による）

① 修復計画については、「四万十市文化的景観整備活用計画検討会」で審議を行

う。

② 「検討会」で審議された内容を基に、文化庁と協議し「現状変更届」を届け

る。

③ 着手後の変更等については、適宜「検討会」および文化庁と協議を行う。

④ 文化庁は「検討会」で審議された内容について尊重する。
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○ 耐震補強などができるようにする。
　　　　例：橋脚の巻き立て

○素材を変更できるようにする。
　　　　例：鋼管 → コンクリート柱

○ 新しい技術基準で直せるようにする。

四万十川沈下橋保存方針改正の方針について

２　現在の課題と対応

○方針が抜水橋の計画や災害復旧に伴い、撤去される沈下橋を保存するために策定されたため、改良復旧が考慮されてい
ない。

１　沈下橋保存方針とは（参考資料P1）

【策定】平成10年７月16日（高知県・四万十川総合保全機構）

【改正】平成24年４月１日（期限の撤廃、市町村合併・委員会の変遷に伴う時点改正）

【目的】四万十川流域の魅力を形成している沈下橋（取り付け道を含む。以下同じ。）について、生活道に加え生活文化遺産
　　　　 として後世に引き継ぐため、防災上、維持管理上支障のない沈下橋を保存することを目的として策定 

【対象沈下橋】参考資料P2
　　　　　　　　　　　　　　　　第１種沈下橋（重点的に保存）・・・39橋
　　　　　　　　　　　　　　　　第２種沈下橋（地元の意見を聞き存廃を決定）・・・９橋

保存対象48橋　

保存方針　第３条第２項
管理者は、第一種沈下橋について、重点的に保存するため維持管理の徹底を図るとともに、災害等で壊れた場
合は、原形復旧を原則とする。ただし、これに依り難い場合には、生活、文化、景観、親水、観光等の視点から、
適切な修繕方法を決定するものとする。 

原形復旧：災害等にかかった施設を原形に復旧する。（原形に復旧することが困難な場合において、当該施設の従前の効用を復旧する
ための施設の復旧を含む。)

改良復旧：施設の被災規模や損傷状況を勘案し、軽微な場合は原形復旧を行うが、必要に応じて設計外力や適用設計基準の見直し
を行う等、改良を加えた復旧

修　 　 繕：機能低下した施設を原状に回復するための措置
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３　今後のスケジュール（予定）

（H30.3.22）
第22回

四万十川流域
保全振興委員会

高知県
↕

四万十川総合
保全機構

（H30.上半期）
第23回

四万十川流域
保全振興委員会

現状報告 改正（案）作成
道路管理者
河川管理者

文化財部局等
意見公募（地元住民）

意見照会
（方針第５条第３項）

改正（案）の審議
（方針第５条第２項第１号）

改正

※四万十市・四万十町・中土佐町・津野町・梼原町が設立した団体

壊れる前と同じ形状・同じ材料・
同じ技術基準でなければならない

現在の保存方針に基づく復旧

今後、
長寿命化修繕
や耐震化等

が増加

寿命を
延ばすための

工事や地震対策
の補強等が

できない

課題解決のために

改良復旧原形復旧
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